
契  約  書（案） 

 

１．契約の目的  ＫＫＲホテル大阪 井水浄水供給業務 

２．業務内容等  別紙仕様書のとおり。 

３．契 約 金 額  〇〇〇円/㎥（うち消費税額及び地方消費税額 〇〇円） 

４．契約保証金  免 除 

５．契 約 期 間  令和７年９月１日 ～ 令和１２年８月３１日 

６．契約履行場所  国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館（ＫＫＲホテル大阪）他 

 

 

上記のことについて、発注者 国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館を甲（以下「甲」という。）

とし、受注者 〇〇〇を乙（以下「乙」という。）として、次の条項により井水浄水供給業務（以

下「業務」という。）に係る委託契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第２条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。 

２ 乙は、業務の全部又は大部分一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（秘密の保持） 

第３条 甲及び乙は、この契約の業務履行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使

用してはならない。 

２ 乙は、乙の従業員が業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。 

（監督） 

第４条 甲はこの契約の履行に関し、甲の指定する監督職員（以下「監督職員」という。）に乙の

業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 

２ 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 

（事情変更） 

第５条  甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その

他著しい事情の変更により、この契約の定める条件が不適当と認められる場合には、協議して

この契約を変更することができる。 

２ 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲と乙が協議し

て書面により定めるものとする。 

委託関係契約書（総価） 



（検査） 

第６条 乙は、各月経過後、当該期間に係る業務の終了を速やかに甲に報告書を提出し、甲の指

定する検査職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。 

２ 甲は、乙から前項の規定による報告書の提出を受けたときは、報告を受けた日から１０日以

内に検査を行わなければならない。 

３ 乙は、第１項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。 

４ 乙は、第１項による検査の結果生じた不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅

滞なく手直しをし、再度検査を受け業務を完了させなければならない。 

５ 前項の場合によって生じる一切の費用は、乙の負担とする。 

（履行遅滞による延滞金） 

第７条 乙は、自己の責に帰すべき事由により、契約期間内に業務を完了することができない場

合は、延滞金として当該契約期間の最終日の翌日から業務の完了した日までの日数に応じ、契

約金額に年３．０％の割合を乗じて計算した額（その金額に１００円未満の端数があるとき、

又はその金額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）を甲に

対して支払うものとする。ただし、天災その他乙の責に帰することができない事由によるもの

と甲が認めたときは、この限りでない。 

（代金の支払） 

第８条 乙は、業務が完了したときは、完了した業務に相当する契約金額の支払を甲に請求する

ものとする。 

２ 甲は、乙から支払請求があったときは、正当と認められる支払請求書を受理した日から起算

して３０日以内に支払うものとする。 

（著作権等） 

第９条 この契約に基づき報告書を作成するに当たり著作権関係の紛争が生じた場合は、一切乙

の責任において処理するものとする。 

２ この契約に基づき作成した報告書の著作権は、甲に帰属するものとする。 

３ 甲は、報告書に関し、公表又は出版をする場合は、乙の著作者人格権を尊重するものとす

る。 

４ 乙は、この業務に関して発表又は出版しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なけれ

ばならない。 

（契約完了後の説明等） 

第１０条 乙は、この契約の完了後において第６条第１項の規定により提出した報告書に関し

て、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。 

（契約の解除） 

第１１条 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反したときは、書面により通告し、こ

の契約を解除することができる。 

２ 前項の規定により、この契約が解除された場合は、乙は、契約金額の年額に相当する額の  

１００分の１０に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。 

 



（損害賠償） 

第１２条 前条第１項の規定により契約を解除した場合には、甲は乙に損害賠償を請求できるも

のとする。 

２ 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害

の賠償を行うものとする。 

３ 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその

損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合に

おいては、この限りでない。 

４ 第１項又は第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第１３条 この契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄

裁判所とすることに合意する。 

（疑義等の決定） 

第１４条 この契約に定めのない事項又は内容に疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

 

本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

（甲）大阪市中央区馬場町２番２４号 

   国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館 

    契約担当者  総支配人  小林 正彦 

 

 

（乙）  

  


